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 ４
月
１
日
か
ら
始
ま
り
ま
す

固
定
資
産
税
の
縦
覧
及
び

課
税
台
帳
の
閲
覧

　
２
０
１
３
年
度
課
税
分
の
縦
覧

及
び
課
税
台
帳
の
閲
覧
を
、
４
月

１
日
か
ら
実
施
し
ま
す
。

【
縦
覧
及
び
課
税
台
帳
（
名
寄
帳
）

閲
覧
制
度
】

　
縦
覧
制
度
と
は
、
自
己
の
土
地

や
家
屋
に
対
す
る
固
定
資
産
税
評

価
額
が
適
正
で
あ
る
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
資
料
と
し
て
、
固
定
資

産
税
評
価
額
（
税
額
の
記
載
無

し
）
が
記
載
さ
れ
た
土
地
・
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
を
納
税
者
の
縦

覧
に
供
す
る
も
の
で
す
。

　
課
税
台
帳
の
閲
覧
と
は
、
納
税

義
務
者
の
方
が
固
定
資
産
課
税
台

帳
の
う
ち
、
自
己
の
資
産
に
対
す

る
課
税
内
容
を
具
体
的
に
確
認
す

る
も
の
で
す
。

【
縦
覧
・
閲
覧
が
で
き
る
方
】

①
納
税
者
、
そ
の
同
居
の
親
族
及

び
納
税
管
理
人

②
代
理
人
（
納
税
者
の
方
が
自

署
、 捺
  印
 〔
法
人
の
場
合
は
、
代

な
つ
 い
ん

表
者
印
を
押
印
〕
し
た
委
任
状
ま

た
は
代
理
人
選
任
届
を
お
持
ち
の

方
）

【
本
人
確
認
書
類
が
必
要
で
す
】

　
書
類
の
種
類
に
応
じ
、
次
に
示

す
１
点
ま
た
は
２
点
の
本
人
確
認

書
類
を
お
持
ち
下
さ
い
。

①
官
公
署
が
発
行
し
た
写
真
付
き

の
書
類
１
点
（
運
転
免
許
証
、
パ

ス
ポ
ー
ト
、
写
真
付
き
の
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
等
）

②
右
記
①
の
書
類
が
な
い
場
合

は
、
次
の
書
類

※
組
み
合
わ
せ
は
（
イ
）
で
２
点
、

ま
た
は
、（
イ
）
と
（
ロ
）
で
各

１
点
ず
つ
で
す
。

（
イ
）官
公
署
が
発
行
し
た
写
真

無
し
の
書
類
（
健
康
保
険
証
、
年

金
手
帳
及
び
証
書
、
写
真
の
無
い

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
、
納
税
通

知
書
等
）

（
ロ
）そ
の
他
、
法
人
が
発
行
し
た

写
真
付
き
の
身
分
証
明
書
等

縦
覧
期
間
４
月
１
日
～
５
月
　
日
３１

の
午
前
８
時
　
分
～
午
後
５
時

３０

（
土
・
日
曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）

閲
覧
期
間
４
月
１
日
か
ら
の
午
前

８
時
　
分
～
午
後
５
時
（
土
・
日

３０

曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）

場
資
産
税
課
（
市
役
所
本
庁
舎
２

階
）

※
縦
覧
の
際
は
、
土
地
・
家
屋
の

所
在
地
番
を
申
請
書
に
記
載
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。
所
有
者
名
か
ら

の
縦
覧
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、

縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
等
は
行
え
ま

せ
ん
が
、
手
書
き
に
よ
る
転
記
は

可
能
で
す
。

※
閲
覧
は
、
納
税
義
務
者
単
位
の

申
請
と
な
り
ま
す
。

※
縦
覧
と
閲
覧
（
縦
覧
期
間
内
の

２
０
１
３
年
度
課
税
台
帳
に
限

る
）
は
無
料
で
す
。

問
資
産
税
課
辺辺
７
２
４
・
２
１
１

６
、
２
１
１
８
返
０
５
０
・
３
０

８
５
・
６
０
９
４

【
納
税
義
務
者
以
外
の
方
へ
の
課

税
台
帳
閲
覧
制
度
】

　
土
地
や
家
屋
に
対
し
、
賃
借
権

そ
の
他
の
使
用
ま
た
は
収
益
を
目

的
と
す
る
権
利
（
対
価
が
支
払
わ

れ
て
い
る
も
の
に
限
る
）
及
び
固

定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
を
有

す
る
方
は
、
権
利
の
対
象
と
な
る

資
産
に
つ
い
て
課
税
台
帳
が
次
の

日
程
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
等

と
、
権
利
を
有
す
る
資
産
を
特
定

す
る
た
め
の
書
類
（
賃
貸
借
契
約

書
、
賃
借
権
の
権
利
人
が
記
載
さ

れ
て
い
る
登
記
簿
謄
本
等
）
を
お

持
ち
の
う
え
お
い
で
下
さ
い
。

閲
覧
期
間
４
月
１
日
か
ら
の
午
前

８
時
　
分
～
午
後
５
時
（
土
・
日

３０

曜
日
、
祝
休
日
を
除
く
）

場
市
民
税
課
税
務
証
明
窓
口
（
市

役
所
本
庁
舎
２
階
）

費
１
件
３
０
０
円

問
市
民
税
課
辺辺
７
２
４
・
２
８
７

４
返
０
５
０
・
３
０
８
５
・
６
０

８
４

【
固
定
資
産
税
の
評
価
額
に
不
服

が
あ
る
場
合
】

　
縦
覧
や
閲
覧
等
の
結
果
、
自
己

の
土
地
、
家
屋
、
償
却
資
産
に
対

す
る
固
定
資
産
税
評
価
額
に
不
服

が
あ
る
納
税
者
の
方
は
、
４
月
１

日
か
ら
、
納
税
通
知
書
を
受
け
取

っ
た
日
以
後
　
日
以
内
に
、
文
書

６０

を
も
っ
て
固
定
資
産
評
価
審
査
委

員
会
に
審
査
の
申
し
出
が
で
き
ま

す
。
　
た
だ
し
、
２
０
１
３
年
度
は
基

準
年
度
（
２
０
１
２
年
度
）
で
な

い
た
め
、
地
目
の
変
換
、
形
質
変

更
、
家
屋
の
増
築
な
ど
の
事
情
に

よ
り
価
格
が
変
わ
っ
た
場
合
や
、

土
地
価
格
の
下
落
修
正
が
あ
っ
た

場
合
の
み
、
審
査
の
申
し
出
が
で

き
ま
す
。

問
法
制
課
（
市
役
所
本
庁
舎
５

階
）
辺辺
７
２
４
・
２
５
０
６
返
０

５
０
・
３
０
８
５
・
４
９
９
２

お
送
り
し
ま
し
た

浄
化
槽
清
掃
事
業
補
助

委
任
状（
清
掃
補
助
券
）

　
市
で
は
、
公
共
下
水
道
が
供
用

開
始
さ
れ
て
い
な
い
地
域
等
で
、

専
用
住
宅
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い

る
浄
化
槽
を
管
理
し
て
い
る
方

に
、
清
掃
費
用
の
一
部
を
年
度
内

に
１
回
補
助
し
て
い
ま
す
。

　
該
当
す
る
方
に
は
、
清
掃
補
助

事
業
委
任
状
（
清
掃
補
助
券
）
を

４
月
１
日
前
後
に
届
く
よ
う
に
お

送
り
し
ま
し
た
。

※
建
売
住
宅
・
中
古
住
宅
を
購
入

し
、
浄
化
槽
の
名
義
変
更
を
し
て

い
な
い
方
は
、
下
水
道
整
備
課

（
辺辺
７
２
４
・
４
３
０
６
返
０
５

０
・
３
１
６
１
・
６
５
３
７
）
へ

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

受
け
付
け
を
延
長
し
ま
す

東
日
本
大
震
災
義
援
金

　
市
で
行
っ
て
い
る
義
援
金
の
受

け
付
け
を
２
０
１
４
年
３
月
　
日
２４

ま
で
延
長
し
ま
す
。

【
義
援
金
箱
の
設
置
場
所
】

　
福
祉
総
務
課
（
窓
口
で
も
可
）

・
市
民
課
（
い
ず
れ
も
市
役
所
本

庁
舎
１
階
）、
各
市
民
セ
ン
タ
ー

（
窓
口
で
も
可
）、
町
田
・
南
町
田

・
鶴
川
の
各
駅
前
連
絡
所
、
国
際

版
画
美
術
館
、
総
合
体
育
館
、
町

田
市
民
ホ
ー
ル
、
市
役
所
本
庁
舎

１
階
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

（
受
付
時
間
＝
午
前
８
時
　
分
～

３０

午
後
５
時
）

※
お
受
け
し
た
義
援
金
は
、
日
本

赤
十
字
社
の
義
援
金
口
座
に
送
金

し
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
辺辺

　
・
５
２
７
３
・
６
７
４
２
、
町

０３

田
市
福
祉
総
務
課
辺辺
７
２
４
・
２

５
３
７
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・

０
９
２
８

町
田
市
地
域
子
ど
も
教
室

助
成
事
業
説
明
会

　
市
で
は
、
放
課
後
や
学
校
休
業

日
に
、
小
学
校
や
公
共
施
設
等
を

活
用
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
安
全

・
安
心
な
居
場
所
を
設
け
、
ス
ポ

ー
ツ
・
文
化
活
動
等
の
体
験
活
動

や
、
地
域
住
民
と
の
交
流
活
動
等

を
行
っ
て
い
る
団
体
を
助
成
し
ま

す
。
今
回
、
そ
の
説
明
会
を
行
い

ま
す
。

日
４
月
８
日
（
月
）
午
前
　
時
か

１０

ら場
市
役
所
本
庁
舎
２
階
会
議
室
２

―
１

申
電
話
で
児
童
青
少
年
課
（
辺辺
７

２
４
・
２
１
８
２
）
へ
。
Ｆ
Ａ
Ｘ

で
の
お
問
い
合
わ
せ
は
返
０
５
０

・
３
１
０
１
・
８
３
８
０
へ
。

催しのご案内

町
田
市
民
ホ
ー
ル

休
館
は
第
１
・
３
月
曜
日（
祝
日
の
時
は
開
館
し

翌
日
休
館
）

　

町
田
市
民
ホ
ー
ル　

７
２
８
・
４
３
０
０

受
付
時
間　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

問

７
月
５
日
（
金
）

午
後
７
時
開
演

６
０
０
０
円
（
全
席
指
定
）

　
３
歳
未
満
は
無
料
で
す
。
た
だ

し
、
座
席
が
必
要
な
場
合
は
有
料

で
す
。

場
町
田
市
民
ホ
ー
ル

申
４
月
９
日
か
ら
電
話
で
町
田
市

民
ホ
ー
ル
へ
。
保
育
希
望
者
（
有

料
、
６
か
月
以
上
の
未
就
学
児
、

申
し
込
み
順
）
は
併
せ
て
申
し
込

み
を
。

６
月
　
日
（
金
）

２１

午
後
６
時
　
分
開
演

３０

６
０
０
０
円
（
全
席
指
定
）

　
数
々
の
楽
曲
と
、
ト
ー
ク
を
お

楽
し
み
下
さ
い
。

※
６
歳
以
上
の
方
か
ら
入
場
可
。

場
町
田
市
民
ホ
ー
ル

申
４
月
８
日
か
ら
電
話
で
町
田
市

民
ホ
ー
ル
へ
。
保
育
希
望
者
（
有

料
、
６
か
月
以
上
の
未
就
学
児
、

申
し
込
み
順
）
は
併
せ
て
申
し
込

み
を
。

南
こ
う
せ
つ

南
こ
う
せ
つ

南
こ
う
せ
つう

ち
の
お
父
さ
ん

う
ち
の
お
父
さ
ん

う
ち
の
お
父
さ
ん

コ
ン
サ
ー
ト
ツ
ア
ー
２
０
１
３

コ
ン
サ
ー
ト
ツ
ア
ー
２
０
１
３

コ
ン
サ
ー
ト
ツ
ア
ー
２
０
１
３

森
友
嵐
士

森
友
嵐
士

森
友
嵐
士

〝
男
た
ち
の
宴
〞

〝
男
た
ち
の
宴
〞

〝
男
た
ち
の
宴
〞

Ａ
ｃ
ｏ
ｕ
ｓ
ｔ
ｉ
ｃ 

Ｌ
ｉ
ｖ
ｅ 

２
０
１
３

　
４
月
６
日
か
ら
始
ま
る
「
春
の

全
国
交
通
安
全
運
動
」
に
合
わ
せ

て
、
町
田
市
民
交
通
安
全
フ
ェ
ス

テ
ィ
バ
ル
を
開
催
し
ま
す
。

　
二
輪
車
安
全
運
転
講
習
会
（
予

約
制
）
や
、
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
の
模

擬
衝
突
体
験
車
両
や
反
射
神
経
測

定
、
二
輪
車
販
売
店
の
出
店
や
、

交
通
安
全
体
験
コ
ー
ナ
ー
を
設
置

し
ま
す
。

※
二
輪
車
安
全
運
転
講
習
会
以
外

の
催
し
は
、
直
接
会
場
へ
お
い
で

下
さ
い
。

日
４
月
７
日
（
日
）
午
前
９
時
～

午
後
１
時
（
雨
天
中
止
）

場
町
田
ド
ラ
イ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ク
ー

ル
（
南
大
谷
１
―
　
、
自
動
車
駐

５５

車
場
は
無
し
）

【
二
輪
車
安
全
運
転
講
習
会
（
要

予
約
）】

　
参
加
希
望
の
方
は
、
安
全
の
た

め
長
袖
・
長
ズ
ボ
ン
を
着
用
し
て

下
さ
い
。
胸
部
プ
ロ
テ
ク
タ
ー
を

お
持
ち
の
方
は
ご
持
参
下
さ
い

（
整
備
不
良
車
で
の
参
加
不
可
）。

定
　
人
（
申
し
込
み
順
）

５０
申
４
月
５
日
ま
で
に
電
話
で
同
ス

ク
ー
ル
（
辺辺
７
２
３
・
２
４
８
０
、

受
付
時
間
＝
午
前
９
時
～
午
後
５

時
）
へ
。

問
町
田
市
交
通
安
全
課
辺辺
７
２
４

・
１
１
３
６
返
０
５
０
・
３
１
６

０
・
８
０
３
９
、
町
田
警
察
署
辺辺

７
２
２
・
０
１
１
０

二
輪
車
事
故
を
な
く
そ
う
！

二
輪
車
事
故
を
な
く
そ
う
！

二
輪
車
事
故
を
な
く
そ
う
！

町
田
市
民
交
通
安
全
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

町
田
市
民
交
通
安
全
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

町
田
市
民
交
通
安
全
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　南大谷子どもクラブなどの「公の施設」のうち、２０１２
年度で指定期間が終了する施設と、新たに指定管理者
制度を導入する施設の「指定管理者」が、下表のとお
り決まりました。　指定管理者は、市に代わって施設
を管理・運営します。指定管理者が使用許可を行う施
設もあります。なお、施設の運営等についてのお問い
合わせは直接各施設へ。
問総務課☎☎７２４・２１０８返０５０・３０８５・３１３９

担当課指定期間指定管理者施設名

児童青少年課
辺辺７２４・２１８２

５年間
（２０１３年
４月１日
から）

（特）町田市学童保
育クラブの会

南大谷学童保育ク
ラブ辺辺７２３・６５７７

（特）子育て・子育
ち支援タグボート

南大谷子どもクラ
ブ辺辺７３９・６７９１

建物住宅対策
課辺辺７２４・４２６９

東京都住宅供給公
社辺辺０３・３４０９・２２６１

金森市民住宅
忠生市民住宅

私たちが施設を運営しま私たちが施設を運営しますす

※申し込みのできる方は市内在住､在勤､在学の方が過半数の
　グループまたは個人です。
※10月8日、15日、16日、22日、29日は利用できません。

初日の午前8時30分～午後1時の受付分は抽選、
午後1時以降は申し込み順に受け付けます

電話受付です 782・3800

FAXでのお問い合わせは返 782・6815

10月分の利用　4月6日から受付開始

（長野県川上村）

電話受付です  0120・55・2838

FAXでのお問い合わせは返 0267・99・2240

10月分の利用 4月1日から受付開始

※10月1日～3日、8日～10日、17日は利用できません。

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
が
始
ま
り
ま
す

期
間
４
月
６
日
（
土
）
～
　　
日
（
月
）

５

問
町
田
市
交
通
安
全
課
辺辺
７
２
４
・
１
１
３
６

町
田
警
察
署
辺辺
７
２
２
・
０
１
１
０


